
特集／教職員の長時間過密労働を考える

『
長
時
間
過
密
労
働
』

を
考
え
る

教
職
員
の
長
時
間
過
密
労
働
の
実
態

い
ま
教
職
員
の
長
時
間
過
密
労
働
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

文
部
科
学
省
は
2
0
0
7
（
平
成
問
）
年
に
「
教
員
勤
務
実

態
調
査
」
の
結
果
を
公
表
し
た
。
こ
の
調
査
は
小
中
学
校
の
教

職
員
を
対
象
に
、
そ
の
前
年
の

ω年
の
7
月
か
ら
、
そ
の
年
の

口
月
ま
で
の
6
ヵ
月
間
に
わ
た
る
調
査
で
、
文
部
科
学
省
の
調

査
と
し
て
は
文
部
省
時
代
も
含
め
て
初
年
ぶ
り
と
い
わ
れ
る
大

掛
か
り
な
調
査
で
あ
る
。

対
象
と
な
っ
た
教
職
員
は
全
都
道
府
県
の
6
5、
6
2
8名

の
抽
出
調
査
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
年
間
べ

l
ス
で
の
平
日
の
1
ヵ
月
あ
た
り
の
残

業
時
間
は
制
時
間
に
あ
た
る
と
い
う
。
こ
の
数
字
は
8
月
の
数

字
も
含
め
て
の
平
均
値
で
あ
る
。

1
9
7
0
（
昭
和
行
）
年
の
調
査
で
は
1
月
の
残
業
時
間
が
8

時
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
に
基
づ
い
て
教
員
の
給
与
特
別
指

置
法
に
よ
る
教
員
調
整
手
当
の
4
%
が
決
ま
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
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こ
の
結
果
に
つ
い
て
全
日
本
教
職
員
組
合
（
全
教
）
は
次
の

よ
う
に
コ
メ
ン
ト
（
全
教
中
央
委
員
会
声
明
町
・
6
・

5
）し

て
い
る
。

残
業
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
8
月
を
含
め
て
も
、
単
純
平
均

で
小
学
校
教
諭
が
平
日
で
1
時
間
拘
分
と
持
ち
帰
り
幻
分
、
中

学
校
教
諭
で
1
時
間
日
分
と
持
帰
り
幻
分
、
（
略
）
に
な
り
ま
し

た
。
休
日
勤
務
も
含
め
た
1
ヶ
月
あ
た
り
の
概
算
は
、
却
時
間

を
超
え
る
残
業
と
却
時
間
を
超
え
る
持
帰
り
仕
事
に
追
わ
れ
て

い
る
と
い
う
勤
務
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
調
査
結
果
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は

一
．
教
員
勤
務
実
態
調
査
」
と
同
時
期
の

ω年
9
月
か
ら
叩
月
ま

で
の
中
学
校
教
諭
の
1
ヵ
月
の
勤
務
時
間
調
査
の
結
果
で
あ
る
。

調
査
対
象
は
全
国
の
中
学
校
付
校
（
各
都
道
府
県
1
校
無
作

為
抽
出
）
、

1
、
2
9
1
名。

そ
れ
に
よ
れ
ば
教
諭
の
平
日
1
日
の
平
鈎
勤
務
時
間
（
休
息
・

休
憩
を
除
く
実
際
に
業
務
に
携
わ
っ
た
時
間
）
は
日
時
間
口
分
。



し
た
が
っ
て
3
時
間
口
分
の
超
過
勤
務
。

ま
た
自
宅
で
の
業
務
（
品
分
）
を
含
め
た
教
諭
の
1
日
の
業

務
時
間
は
ロ
時
間
3
分
と
あ
る
。

教
諭
の
平
日
1
日
の
平
均
勤
務
時
間
（
自
宅
で
の
業
務
時
間

は
除
く
）
の
分
布
は
次
の
通
り
。

8
時
間

i

8
時
間
印
分

0
・
1
%

8
時
間
初
分

1

9
時
間

ω分
5
・
8
%

9
時
間
初
分

i

m
時
間
初
分
鉛
・

6
%

ω時
間
初
分

i

H
時
間
切
分
初
・

4
%

日
時
間
初
分

i

u
時
間
初
分
け
－

m
%

は
時
間
切
分

1

9

・
9
%

残
業
頻
度
は
舗
・

3
%
の
教
諭
が
5
日
（
毎
日
）
と
回
答
し

て
い
る
。

教臓員の長時間過密労働を蓄える

新
潟
県
教
育
委
員
会
で
も
こ
の
文
部
科
学
省
の
「
教
諭
勤
務

実
態
調
査
」
の
一
環
と
し
て
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
調
査
時

期
等
（
的
年
1
月
調
査
）
に
違
い
が
あ
る
た
め
単
純
な
比
較
は

出
来
な
い
が
、
残
業
時
間
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

教
諭
の
朝
残
業
＋
勤
務
時
間
終
了
後
の
残
業
時
間
の
合
計
が

2
時
間
侃
分
。
こ
の
数
字
に
文
部
科
学
省
調
査
と
同
様
に
1
ヵ

月
の
勤
務
時
間
の
初
日
を
掛
け
て
1
ヵ
月
分
を
算
出
す
る
と

幼
時
間
6
分
に
な
る
。

県
教
委
は
こ
の
数
字
に
つ
い
て
、
調
査
時
期
の
違
い
等
の
留

保
を
つ
け
な
が
ら
も
「
文
部
科
学
省
の
調
査
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾

向
を
示
し
て
い
る
」
（
「
教
員
の
多
忙
化
解
消
に
向
け
た
取
組
の

推
進
に
つ
い
て
〈
通
知
〉
仰
年
）
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

文
部
科
学
省
の
数
字
に
は
夏
季
休
暇
中
で
授
業
の
な
い
8
月

の
数
字
を
含
め
て
い
る
た
め
に
県
教
委
の
数
｛
子
よ
り
小
さ
く
な
っ

て
い
る
が
、

8
月
を
除
い
た
平
均
値
を
算
出
す
れ
ば
当
然
、
数

字
は
県
教
委
の
そ
れ
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
数
字
は
今
か
ら
4
年
以
上
も
前
の
調
査
に
基
づ
く
数

字
で
あ
る
。

そ
こ
で
最
近
の
調
査
の
数
字
を
見
て
み
よ
う
。

新
潟
市
教
職
員
組
合
（
新
潟
市
教
組
）
の

ω年
9
月
か
ら
翌

年
8
月
ま
で
の
1
年
間
に
わ
た
る
調
査
で
あ
る
。
調
査
対
象
人

員
は
小
学
校
3
3
4
人
、
中
学
校
1
5
7
人
の
合
計
4
9
1
人

で
あ
る
。

そ
の
結
果
、

1
年
間
の
平
均
超
過
勤
務
時
間
が
小
学
校
で
1

日
に
2
時
間
弱
。
中
学
校
で
2
時
間
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

数
字
を
1
ヵ
月
間
（
初
日
）
に
直
す
と
約
制
時
間
前
後
に
な
る
。

ま
た
1
ヵ
月
間
で

ω時
間
以
上
超
過
勤
務
に
な
っ
て
い
る
教
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小
中
学
校
全
体
で
幻
%
、

初
時
間
以
上

諭
の
割
合
を
み
る
と
、

が
8
%
も
い
る
。

ま
た
学
校
規
模
別
で
は
、
小
学
校
は
中
規
模
校
で
超
過
勤
務

時
間
が
長
く
、
中
学
校
で
は
大
規
模
校
で
長
く
な
っ
て
い
る
。

な
か
で
も
中
学
校
の
大
規
模
校
で
は
3
時
間
弱
の
超
過
勤
務
時

間
に
な
っ
て
い
る
。

学
校
規
模
別
で
多
少
の
パ
ラ
つ
き
が
あ
る
も
の
、
文
部
科
学

省
の
調
査
か
ら
4
年
以
上
も
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

依
然
と
し
て
教
職
員
の
長
時
間
過
密
労
働
は
解
消
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

（
「
新
潟
市
教
組
だ
よ
り
」

2
3
7
8
号

2
0
1
0
・
叩
－

U
）

2 

文
部
科
学
省
は
ど
う
考
え
て
い
る
か

い
ま
み
て
き
た
よ
う
な
教
職
員
の
長
時
間
過
密
労
働
に
つ
い

て
文
部
科
学
省
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
寺
た
ろ
う
か
。
「
教

員
勤
務
実
態
調
査
」
が
発
表
さ
れ
た
あ
と
の
的
年
3
月
の
参
議

院
文
教
科
学
委
員
会
で
の
論
議
を
見
て
み
よ
う
。
質
問
者
は
井

上
哲
士
議
員
（
日
本
共
産
党
）
。

井
上
議
員
こ
の
l
枚
目
の
資
料
で
、
勤
務
時
問
、

で
す
ね
、
問
月
刊
ω
日
か
ら
日
月

ω日
と
あ
り
ま
す
が
、

第
5
期

教
諭
の
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勤
務
時
間
印
時
間
幻
分
で
す
が
、
そ
の
う
ち
残
業
時
間
が
1
時

間
必
分
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

問
時
間
幻
分
か
ら
1
時
間
町
分
を
引
き
ま
す
と
8
時
間
見
分
な

ん
で
す
ね
、
で
す
か
ら
、
本
来
8
時
間
勤
務
が
原
則
な
は
ず
な

の
に
8
時
間
臼
分
働
い
て
い
る
。
で
、
そ
の
臼
分
と
い
う
の
は

カ
ウ
ン
ト
し
な
い
、
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
（
略
）

昼
休
み
も
取
れ
な
い
よ
う
な
事
態
の
中
で
、
や
は
り
持
ち
帰
り

を
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
非
常
に
苛
酷
な
状
況
が
こ
こ

に
あ
り
ま
す
。
（
略
）

9
月
で
い
い
ま
す
と
幻
時
間
判
分
に
な

り
ま
す
。

ω月
で
は
船
時
間
同
分
、
日
月
で
は
卯
時
間
判
分
と

な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
い
わ
ゆ
る
過
労
死
ラ
イ
ン
、
危

険
ラ
イ
ン
、

1
か
月
初
時
間
と
い
う
残
業
時
間
を
軒
並
み
超
え

る
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
私
は
、
教
員
の
皆
さ

ん
の
実
態
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
い
う
実
態
だ
っ
て
い
う
こ
と
を

む
し
ろ
直
視
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
の
状
況
を
ど
う
受
け
止
め
、
ど
う
改
善
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

政
府
参
考
人
（
銭
谷
良
美
君
〉
た
だ
い
ま
の
御
指
摘
で
ご

ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
ど
も
の
調
査
に
お
け
る
時
間
外
勤
務

の
定
義
は
、
勤
務
日
に
お
き
ま
す
残
業
時
間
を
意
味
い
た
し
て

お
り
ま
す
。
委
員
御
指
摘
の
却
時
間
と
い
う
時
間
外
勤
務
時
間



の
計
算
は
こ
れ
と
は
ち
ょ
っ
と
異
な
り
ま
し
て
、
勤
務
外
の
持

帰
り
時
間
を
含
む
と
と
も
に
、
休
日
に
お
け
る
残
業
時
間
及
び

持
帰
り
時
間
も
含
ん
で
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
時
間

は
、
服
務
院
督
者
が
正
確
に
抱
握
で
き
な
い
時
間
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
時
間
外
の
査
定
に
加
え
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
適

当
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
井
上
議
員
H
P
よ
り
）

教臨員の長時間過密労働を蓄える

本
来
、
給
特
法
は
教
員
の
「
時
間
外
労
働
を
命
じ
な
い
」
も

の
と
し
て
、
命
ず
る
場
合
も
、
臨
時
ま
た
は
緊
急
の
「
限
定
4

項
目
に
限
る
」
と
し
て
い
た
。
い
ま
や

H

黙
示
の
指
示
H

の
名

の
も
と
に
歯
止
め
を
失
っ
て
い
る
。
大
阪
高
裁
（

ω年
）
判
決

は
「
持
ち
帰
り
仕
事
も
時
間
外
勤
務
に
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
」

と
判
断
を
し
て
い
る
。

3 

増
加
す
る
「
精
神
及
び
行
動
の
障
害
」
者

全
国
の
教
職
員
の
病
気
休
職
者
は

ω年
に
は
、

ω年
度
に
比

べ
て
急
増
し
て
い
る
。
な
か
で
も
休
職
者
の
な
か
に
占
め
る
精

神
疾
串
笠
宮
の
数
は
ほ
ぼ
2
倍
近
い
。
（
表
1
参
照
）

新
潟
県
の
場
合
は
、
精
神
疾
患
者
の
人
数
が
侃
年
度
に
過
去

最
高
の
2
4
7
人
に
達
し
た
が
、

ω年
度
に
は
下
が
っ
て
は
い

る
が
決
し
て
低
い
数
で
は
な
い
。

精
神
疾
患
性
の
休
職
者
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
見
解
が
あ
る
。

単位：人

休職の理由など 2000年度 2005年度 2009年度

病気休職者 4.922 7.017 8. 625 
全

うち精神疾患者 2. 262 4. 178 5,458 
国

休職者／精神疾患者 46. 0% 59. 5% 63. 2% 

病気休職 者 435 466 465 

新潟 うち精神疾患者 120 196 210 

休職者／精神疾患者 27. 6% '12. 2% 45. 2% 

病気休職者等の推移表 l

新潟県については「新潟県教育月報Jによる

文科省統計に新潟県の数字を加えた。
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教
師
た
ち
が
多
く
っ
つ
つ
状
態
」
で
休
ん
で
い
る
の
で
あ
っ

て
、
「
う
つ
病
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
う
つ
状
態
」
は
精
神
的
負
荷
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
精

神
的
負
荷
を
加
え
た
者
に
責
任
が
あ
る
（
野
田
正
彰
「
接
れ
ゆ

く
学
校
と
奪
わ
れ
る
教
師
の
良
心
『
教
育
』
日
・

1
月
号
」
）
。

と
こ
ろ
で
先
に
全
国
の
中
学
校
教
諭
の
平
日
1
日
の
勤
務
時

間
の
調
査
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
1
日
の
勤
務
時
間
は

自
宅
で
の
持
帰
り
仕
事
を
ふ
く
め
て
口
時
間
を
超
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
睡
眠
時
間
も
縮
小
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
普
通

だ
。
や
や
古
い
が
全
教
が
的
年
に
調
査
し
た
数
字
を
見
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

1
9
9
2
年

1
日
平
均

2
0
0
2
年

7
時
間

6
時
間
日
分

い
ま
手
元
に
最
近
の
数
字
を
も
っ
て
い
な
い
が
、

ω年
の
数

字
よ
り
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

こ
こ
で
教
員
の
長
時
間
超
過
密
労
働
と
健
康
問
題
の
関
連
を

考
え
て
み
よ
う
。

ω年
に
厚
生
労
働
省
が
出
し
た
「
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障

害
の
防
止
の
た
め
の
総
合
対
策
」
と
い
う
長
っ
た
ら
し
い
題
名

の
通
知
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
過
労
死
の
基
準
」
は
次
の
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よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

直
前
1
ヵ
月
の
残
業
時
間

直
前
2
1
6
ヵ
月
の
残
業
時
間

1
0
0
時
間

Aυ
』
包
叫
臼
H
q

O
A
E弥
日
H
H

も
う
一
つ
同
じ
厚
生
労
働
省
の
通
知
「
脳
・
心
臓
疾
患
の
認

定
に
関
す
る
専
門
検
討
委
員
会
報
告
書
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ

れ
は
睡
眠
時
間
と
健
康
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

睡
眠
時
間
6
時
間
未
満

狭
心
症
、
心
筋
梗
塞
の
擢
患
率
が
高
い

睡
眠
時
間
5
時
間
未
満

脳
・
心
臓
疾
患
の
発
症
率
が
高
い

睡
眠
時
間
4
時
間
未
満

冠
状
動
脈
性
疾
患
に
よ
る
死
亡
率
は
7
1
7
・
9
時

間
の
睡
眠
を
と
る
人
と
の
比
較
で
2
・
0
8倍

こ
こ
で
教
員
の
長
時
間
過
密
労
働
に
よ
っ
て
脳
内
出
血
で
倒

れ
、
公
務
災
害
を
申
請
し
た
が
棄
却
さ
れ
、
現
在
裁
判
に
な
っ

て
い
る
例
を
紹
介
し
よ
う
。

愛
知
県
の
元
中
学
校
教
員
の
鳥
居
建
仁
さ
ん
の
倒
れ
る
直
前



の
時
間
外
労
働
は
6
ヵ
月
間
で
月
1
0
0
時
間
を
超
え
、
直
前

の
1
ヵ
月
間
は
1
2
2
時
間
に
も
な
っ
て
い
る
。
鳥
居
さ
ん
は

陸
上
部
の
顧
問
と
し
て
土
日
も
指
導
に
あ
た
り
、
約
5
ヵ
月
間

は
休
日
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
。

時
間
外
勤
務
が
毎
日
の
よ
う
に
あ
り
、
休
憩
も
取
り
に
く
い

状
況
の
な
か
で
、
労
働
基
準
法
に
明
記
さ
れ
た
回
復
措
置
が
と

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
は
、
こ
の
ケ
！
ス
は
必
ず
し
も

特
異
な
も
の
で
は
な
い
。

mm
年
に
京
都
市
教
職
員
組
合
が
超
過
勤
務
の
解
消
を
も
と
め

て
国
家
賠
償
訴
訟
を
お
こ
し
た
裁
判
で
京
都
地
裁
の
判
決
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

教職員の長時間過密労働を考える

「
週
休
日
の
振
替
等
が
な
さ
れ
ず
、
時
間
外
勤
務
が
常
態
化

し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
場
合
は
、
本
件
勤
務
管
理
義
務
を
尽
く

し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
国
家
賠
償
上
の
責
任
が
生
ず
る
余

地
が
あ
る
」

4 

世
界
か
ら
み
た
日
本
の
教
育
環
境

日
本
の
教
員
を
と
り
ま
く
教
育
環
境
が
諸
外
国
と
比
較
し
て

も
劣
悪
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
や
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。

昨
年
発
表
さ
れ
た
O
E
C
D
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
の

「
図
表
で
み
る
教
育
2
0
1
0
年
版
」
で
い
く
つ
か
を
見
て
み

よ
う
。す

で
に
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
「
教
育
機
関
へ

の
公
財
政
支
出
の
対
G
D
P
比
（
全
教
育
段
階
）
で
は
O
E
C

D
各
国
平
均
が
4
・
8
%
で
あ
る
の
に
日
本
の
そ
れ
は
3
・
3

%
で
、
お
カ
国
中
の
最
下
位
で
あ
る
。

文
字
通
り
日
本
の
教
育
行
財
政
の
貧
困
を
物
語
る
数
字
で
あ

る。
「
平
均
学
級
規
模
」
は
小
学
校
段
階
で
は
日
本
は
1
学
級
お

人、

O
E
C
D
の
各
国
平
均
は
れ
・
6
人
。
こ
の
数
字
も
幻

カ
国
中
で
3
番
目
に
多
い
。

教
員
一
人
当
た
り
の
児
童
数
も
小
学
校
段
階
で
問
・
8
人
。

O
E
C
D
は
日
・
4
人
で
あ
る
。

次
に
教
員
の
法
定
勤
務
時
間
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

日
本
の
小
中
学
校
年
間

O
E
C
D
の
平
均
小
学
校

中
学
校

1
8
9
9
時
間

1
6
5
9
時
間

1
6
6
2
時
間

小
学
校
段
階
で
日
本
は
O
E
C
D
平
均
に
比
べ
て
2
4
0
時

29 



間
も
多
い
。
こ
れ
を
1
日
8
時
間
勤
務
と
す
れ
ば
初
日
分
に
相

当
す
る
こ
と
に
な
る
。

ω日
は
1
ヵ
月
に
初
日
勤
務
す
る
と
す

れ
ば
1
ヵ
月
半
に
な
る
。

法
定
勤
務
時
間
の
比
較
で
も
日
本
の
教
員
は
O
E
C
D
の
教

員
よ
り
1
ヵ
月
半
も
多
く
勤
務
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
毎
日
の
よ
う
に
あ
る
超
過
勤
務
時
間
を
上
乗
せ
す
る
と
膨
大

な
数
字
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

O
E
C
D
の
教
育
風
土
と
日
本
の
そ
れ
を
単
純
に
比
較
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
が
、
日
本
の
場
合
は
「
職
務
構
造
が
硬
直
的

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
中
国
康
彦
『
教

職
員
の
働
き
方
と
長
時
間
過
密
労
働
』
全
教
発
行

ω年
九

と
こ
ろ
で
文
部
科
学
省
の
調
査
「
教
員
・
保
護
者
意
識
調
査
」

（
郎
年
調
査
）
で
は
男
女
と
も
仕
事
へ
の
満
足
度
が
高
い
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

非
効
率
的
ペ
ー
パ
ー
ワ
！
ク
か
ら
部
活
の
指
導
、
給
食
指
導
、

清
掃
指
導
等
の
周
辺
的
業
務
が
多
く
、
教
師
の
自
己
犠
牲
や
自

己
負
担
で
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ほ
か
の
い
く
つ
か
の
調
査
で
も
同
機
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

教
員
は
疲
労
度
が
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
労
働
意
欲
が
高
い
と

い
う
。
日
本
の
貧
困
な
教
育
行
財
政
が
、
よ
い
教
育
を
し
た
い

と
い
う
教
員
の
誠
実
さ
に
頼
っ
て
き
た
側
面
が
あ
る
。

30 

教
員
の
深
刻
な
長
時
間
過
密
労
働
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
原

因
に
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
改
革
」
や
教
員
評
価
制
度
な
ど
の
管

理
体
制
の
強
化
が
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

不
当
な
教
育
行
政
と
た
た
か
い
、
「
健
康
に
よ
い
労
働
時
間
」

（

I
L
O
〈
国
際
労
働
機
構
〉
「
人
間
ら
し
い
働
き
が
い
の
あ
る
佐

事
と
は
」
）
を
つ
く
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
文
武
・
大
滝
浩
道
・
編
集
長
）

1
0
4
号
に
次
の
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

正
い
た
し
ま
す
。

お
詫
び
し
て
訂

編
集
部

ワ3 4 

51 51 50 27 
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